
令和２年度第１回 東御市文書館運営委員会 次第

日時 令和２年７月31日(金) 午前10時30分より

場所 北御牧公民館 2階 第1学習室

１ 開 会

２ あいさつ

３ 協議事項

（１）令和２年度文書館運営上の変更点及び確認事項について

①職員体制

②文書館通信の発行に係る事務手順

③荻原家文書の扱い

④深井家資史料に関する経緯

⑤台帳文頭に付す受入経緯文

（２）令和２年度文書館作業の進捗状況について

①資史料の整理作業

②文書館通信の発行

（３）令和２年度文書館受入打診史料について

（４）北御牧郷土資料館閉館に伴う文書館への移管史料について

（５）展示資史料について

（６）新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

（７）来館者数及び利用者について

（８）その他

・次回委員会について 令和 年 月 日（ ） ： ～

４ 閉 会
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（１） 令和２年度文書館運営上の変更点及び確認事項について

①職員体制

②文書館通信の発行に係る事務手順

③荻原家文書の取扱い

寺島運営委員に文書館通信の校正を依頼した際にご指摘をいただき、以下のとおり変更する

こととしたい。

変更前 大庄屋荻原家文書

変更後 中曽根村庄屋荻原家文書

④深井家資史料の混入に関する経緯

令和２年３月の文書館運営委員会において要確認課題となった、藤田家資史料と深井家資史

料の混入の可能性について、再度確認し、以下の結論に至った。

倉庫内で隣接していた深井家資史料の箱を、藤田家文書と取り違えたものであり、現在は藤

田家文書の目録から深井家資史料を除外し、東京大学関係者の作成した深井家文書目録に結合

可能なように、資史料はテン箱に別収納し、書庫内に保管している。

今後は、資史料の受入の際には、家名を箱に明記する等、資史料の混入が発生しないように

十分に注意を払いたい。

平成 31年度（令和元年度）

⇒

令和２年度

館長 週５日・7.5 時間勤務 館長 変更なし

学芸員 週３日・7.5 時間勤務 学芸員
週５日・7.5 時間勤務

（埋蔵文化財業務を含む）

職員
週５日・７時間勤務

（９月末まで）
職員（2 名）

週３日・６時間勤務

（時期未定）

原作

⇓

館長による校正

⇓

文化財係員による校正

⇓

寺島運営委員に校正依頼

⇓

さらに修正

⇓

配布・ホームページに掲載

令和２年５月発行分（第３号）より

寺島運営委員による校正を追加
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委託
寄贈

寄贈
公開中

寄託

東御市
所有

藤田家と
協議中

寄託一部

公開中

寄贈

東御市
所有

東御市
所有

文書名
遺存経緯

（どこにどのように残されていたか）
受入経緯 東御市受入

荻原家文書 自宅土蔵等に保管されていた
東部町史編さん時に

寄贈
文書館
開館前

児玉家文書 所有者から宅急便で町教委に移管 文書で寄託
文書館
開館前

滋野村役場文書
滋野公民館に保存→建て替え時に
一時滋野小学校に移設→

総務課で保管
総務課から市教委に移管

文書館
開館前

藤田家文書 建物売却時まで主屋内に一括保存
目録作成後目録により藤田様
検討→一部藤田様に返却

文書館
開館後

深井家文書
深井様宅土蔵に保存→

東京大学関係者が目録作成・研究→
市教委に移管

東京大学関係者が作成した
目録で寄託→追加で寄託

文書館
開館前・後

福島家文書 福島様宅土蔵他に保存 寄贈（書籍類も）
文書館
開館前

和村・海善寺村
分間図，

和村役場文書
旧和学校校舎書庫に一括保存

旧和学校管理委員会・
和小学校より移管

文書館
開館後

北御牧村村誌
編纂関連文書

北御牧村村誌編纂事業時に
収集活用した史料

市町村合併
により移管

　　　・大塚家 コピー

　　　・渡辺家 コピー

　　　・青木○○家 コピー

　　　・小山○家 コピー

　　　・赤尾○○家 コピー

　　　・高島家 実物 台帳外実物は寄贈

　　　・竹重家 実物 台帳外実物は寄贈

　　　・依田○○家 コピー

　　　・中山○○家 コピー

　　　・保科○○家 コピー

　　　・小林○○○家 コピー

　　　・布引鐡道関連 コピー 市町村合併により移管

滋野村役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

縣村役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

田中町役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

祢津村役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

和村役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

北御牧村役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

東部町役場
行政文書

役場行政文書として保管 市町村合併により移管

東御市記念式典
タイムカプセル

東御市行政式典に付 文書館開館に付受入

東御市役所
行政文書

市役所行政文書として保管 廃棄年度Ｈ30分搬入済

文書館
開館前

目的外

使用

のため

各所有者

に要確認

東御市
所有

⑤台帳文頭に付す受入経緯文について
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資史料名 月　日 作　業　内　容

R元.05.09 文書館における作業完了

R2　現在 最終確認中

H31.04.09～
R2.04.30　

クリーニング・台帳照合・袋書終了

未着手 ＰＣ台帳修正作業

H31.04.09～
H31.04.18　

文書館における作業完了

R2　現在 最終確認中

R2.05.01～
現在

クリーニング作業継続中

未着手 ＰＣ台帳入力作業

R元.07.26 文書館における作業完了

R2　現在 東京大学との調整中

R元.10.28 文書館における作業完了

R2　現在 最終確認中

R元.12.27 文書館における作業完了

R2　現在 最終確認中

追加分2点 R2　現在 文書館への引継ぎ準備中

北御牧村誌編纂関連文書　
大塚家文書　641点

R2　現在 台帳入力・ナンバリング・継続作業中

R2.04.30 文書館における作業完了

R2　現在
最終確認中

（目的外使用のため所有者に要確認）

R2.05.01～
R2.06.17

文書館における作業完了

R2　現在
最終確認中

（目的外使用のため所有者に要確認）

R2.05.01～
R2.06.25

文書館における作業完了

R2　現在 最終確認中

藤田家教科書　テン箱12箱
R2.06.24～
現在

目録取・ナンバリング・袋書き・ＰＣ台帳入力

児玉家文書　　947点

滋野村役場行政文書　　
4925点

滋野村役場行政文書　
江戸時代（古文書）　

150点

縣村役場行政文書　
段ボール79箱

深井家文書（資料69点）

福島家文書　　
1877点

和村・海善寺村分間図
107点

北御牧村誌編纂関連文書　
竹重家文書　48点

北御牧村誌編纂関連文書　
高島家文書　209点

北御牧村誌編纂関連文書　
布引鐡道関連史料　63点

（２） 令和２年度文書館作業の進捗状況について

①資史料の整理作業
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②文書館通信の発行

（３） 令和２年度文書館受入打診史料について

号数 年月日 作業内容

R2.1 ＨＰにて公開

R2.3
運営委員会でのご指摘を踏まえ、

修正版をＨＰにて公開

R2.5 寺島委員による校正

R2.5.21 ＨＰにて公開

R2.7 寺島委員による校正

R2.8.3 ＨＰにて公開予定

R2.7 寺島委員による校正

R2.10 ＨＰにて公開予定

R2.7 寺島委員による校正

R2.12 ＨＰにて公開予定予定

２号

３号
（5月号）

４号
（8月号）

５号
（10月号）

６号

文書名 点 数 内 容

旧北御牧村個人文書

○○氏史料
85 点

・下八重原村新田開発関係（寛文六年）

・八重原新田記録帳簿の書き抜き

・手紙・覚書 等

旧北御牧村個人文書

○○氏史料
約 15,000 点

・奉公人上帳（享保十七年）

・殿様兎狩人足覚帳（天保十一年）

・宗門御改帳（多数） 等

旧北御牧村個人文書

○○氏史料
約 22 点

・信濃佐久古□記（永禄七年）

・北佐久地方絵図

・仮手本忠臣蔵浮世絵 等
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（４） 北御牧郷土資料館閉館に伴う文書館への移管資史料について

（５） 展示資史料について

（６） 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

（７） 来館者数及び利用者について

６月１日から７月 29日まで 利用者延べ 54名
うち３名が正式な文書館利用申請による利用

目録台帳や文書館通信を見て訪れる人が増加している傾向にある。

年 月 作業内容 備考

R2.3 閉館 展示物および収蔵物の移動 一部燻蒸・拭き掃除中

R2.4～

R2.6
複数ある収蔵台帳を統合して新たな台帳を作成

台帳と実物の齟齬，

銃器類の届出

要収蔵物と台帳照合

R2.8～ 新たな台帳と収蔵品の照合作業
職員増員の

時期に着手予定

R2.3～

現在
文書館入口ホールと廊下への展示 説明プレートの充実

展示品 展示場所 展示内容とスタイル

蝶標本 文書館廊下 随時展示替えあり

考古資料 文化財展示室・廊下 随時展示替えあり

民俗資料 文書館入口ホール・廊下 随時展示替えあり

古文書 文書館廊下 随時展示替えあり

行政文書 文書館廊下 随時展示替えあり

期 間 対策内容 詳 細

R2.3.2～3.16 臨時休館 除菌消毒作業の実施

R2.3.17～5.31
臨時休館期間の

延長
感染の拡大状況を受けた休館期間延長

R2.6.1～ 臨時休館の解除 随時消毒作業と換気の実施、入館者用消毒液の設置


